
8月は、夏季休暇を実施する企業が多いため、休暇スケジュールを確認し、発注や納期ミスなど
がないようにしましょう。

　従業員がワクチン接種を行う際、接種日が勤務日と重なったり、発熱などの副反応により就労が困難になる事態が想定
されます。これに備え、従業員が特別休暇を使うことができる仕組みを導入する企業が増えています。制度の導入は任意です
が、従業員が安心してワクチン接種をできる環境を整えておくとよいでしょう。

　従来、雇用保険の育児休業給付金や高年齢雇用継続給付金などの申請を行う際、本人確認や振込先の口座情報の確認
を行うため、運転免許証や通帳の写し等を添付していました。これが 8月1日以降、あらかじめマイナンバーを届け出ている
場合は運転免許証が不要になり、通帳の写し等についても原則添付が不要となります。

　厚生労働省より健康保険の被扶養者の認定基準に関する通達が発出され、夫婦ともに社会保険の被保険者である場
合、年間収入の差が1割を超えていれば年間収入の多い方の被扶養者とし、1割以内であれば、届出により主として生計を
維持する方の被扶養者とするなどの取扱いが明確化されました。この取扱基準は8月1日から適用されることになっており、
今後、保険者から年間収入の照会が行われる可能性があります。

　7月に賞与を支給した事業所は、今月の源泉徴収所得税の納付の際に賞与分の納付も忘れないようにしましょう。

　今年の夏も、新型コロナウイルスの感染防止対策を行いながら、熱中症の予防対策を進める必要があります。環境省と厚生
労働省は、「新しい生活様式」における熱中症予防行動を呼びかけており、高温多湿の環境下でのマスクの使い方や、エアコン
使用時の室内換気の方法など、注意すべきポイントがまとめられています。

　随時改定により、7月から新たに改定された社会保険料を翌月控除する場合、8月給与から控除することになります。

　8月は、個人事業者の前年所得に係る税金の納付時期です。 
　納税する方は資金繰り等を考慮して、納付もれがないように気をつけましょう。また、口座振替の手続きをされている方
は、必ず振替日を確認し、必要な残高があるように資金繰りの調整をしましょう。
　　例　・個人事業税（第1期分）
　　　　・個人都道府県民税・市町村民税（第2期分）

個人事業者の税金の納付

随時改定の反映 （4月昇給の場合）

新型コロナウイルスにかかるワクチン休暇

雇用保険の継続給付にかかる添付書類の省略

健康保険の被扶養者の認定基準の明確化

賞与所得税の納付

熱中症対策
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